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1．日本の家は日本の木材で
　私は常々、日本の住宅は「国産の無垢材を使った軸組工法で建てた家」であるべきと主張している。　それもできるならば檜を使うことだ。
　今でこそ科学的に檜の持つフィトンチッド成分などの作用が解明され、耐久性の高さが証明されている。　しかし科学的根拠がなくとも、有史以来、いち早く檜の優れた耐久性を経験から学んだ日本人は重要な建築には檜を使ってきた。　その意味では檜の良さは日本人のDNAに刻まれた「日本の心」とも言うべきものではないだろうか。　だからこそ、住宅を建てようとする誰にでも檜を使う権利があり、住宅会社は価格帯に限ることなく、檜を使った住宅を提供できるよう努力をする必要があるのだ。　私はそう思っている。

2．家族の健康を守る住宅であること

　私が建設会社の社長時代に「檜の家・せんまん」と名づけた住宅は1000万円台前半の価格から建てることができた。　安いだけではない。　土台･床組みから柱まで檜を使い、健康に留意したい方は木材への防腐・防蟻剤を散布しなくてもよい住宅だ。
　室内の床には30㎜厚の杉の無垢板を使い、素足にも温もりを感じるとお客様からはご好評を頂いた。　湿気対策が重要になる日本の住宅には、木を使うことが理に適っている。
　木には室内の湿気を調節する機能があり、結露しにくい。　結露がなければカビも発生し難く、カビを餌にするダニも少なく、健康的な住まいをつくる事ができる。
　気候・風土の異なる海外の木材は日本では腐りやすい。　腐りやすい外材を防腐・防蟻剤漬けで使う弊害が、シックハウス症候群の原因にもなっている。　「家族の命を守る家」だからこそ、耐久性にも優れた檜をはじめ国産の無垢材を使うべき。　これが妥協することのできない私の信念である。
3．森林認証林材での家づくり

　2004年にはもう1つ新たな信念が加わった。　森林認証林材の活用だ。 

日本製紙㈱が静岡県富士宮市の社有林で森林認証を取得されたことを聞き及び、すぐさま申し入れをし、この認証林から伐採された檜・杉を住宅で使用する流れを作った。　その為に認証林材を取り扱う製材会社と建設会社にも『緑の循環』認証会議より認証林産物取扱認定事業体の資格を取得させ、山林から住宅まで一貫した木材流通の管理を確立させた。
産地が明らかな国産材を確実に消費者へ住宅としてお届けする仕組みによって、住宅も食品同様に安心をご提供できるようになったといえる。　これは国内で初めての試みだと自負している。
4．森林認証林材で環境保全に貢献
　森林認証林材活用のメリットは安心の提供に留まらず、森林認証制度本来の目的である環境保全を図りながら持続可能な森林経営に寄与することが大きい。
　植林後50数年を経過した認証林からは建築用材となる大径木を択伐し、残された小径木の成長を促すことで大気中のCO2吸収効果も上がる。　なによりも短期間に消費されてしまう木材需要より、耐久性の高い住宅に使用される方が地球温暖化ガスCO2の低減にも効果的である。　毎年計画的に住宅用木材が伐採される業務提携ができれば、林業家にとっても持ち山の経営に活気が出るというものだ。　

5．国産認証材利用促進協議会の役割

　さて私事、一昨年、建設会社の社長を退いた時点で「私の役割は終了した。これからは生まれ故郷の徳島に戻り、畑仕事をして余生を過ごそう」と決めていた。

　しかし、これまで公私にわたりお世話を頂いた方々から、国産認証林材について「中尾がやらなければ誰がやるんだ」と、暖かいお叱りを受けた。　そこで奮起一番、今後は一建設会社の事業としてではなく、一人でも多くの消費者の方々にSGEC認証林材の良さを分かって頂くために活動することを決心し、同年SGECの専門部会委員を拝命。　さらに昨年は国産認証材利用促進協議会を設立した。
　この協議会は、SGECの認証・認定を取得された事業者の中で、特に積極的な普及活動を行うために集まった事業者の団体で、今年に入り会員数も急速に増え40社を超えてきた。　4月には協議会のホームページも立ち上げ、協議会の取り組みや会員企業の活動紹介を始めた。　森林認証林材を使用して住宅を建築している工務店の紹介も詳しく掲載しているので、是非ご覧になって頂きたい。
「国産認証材利用促進協議会公式ホームページ　http://www.sgec.jp/　」
　今後は国産材を積極的に使用して住宅を建築している工務店・ビルダーの団体である「地球の会」に所属されている全国各地の工務店等の方々や、当協議会の取り組みにご理解頂いた協力会員である三井住友銀行他の協力者の方々と共に、住宅建築を通して消費者に安心と安全を提供し、ひいては日本の森林活性化と共に地球温暖化防止に寄与していくことが使命だと考えている。
以上のことを総括すると当協議会の活動は「住宅建築の国産材活用による循環型社会」を再び構築することが目標だともいえる。　それを成し遂げるために忘れてはならない重要なコンセプトは次の3つである。

①　国産材を使った健康住宅（シックハウス対策）であること
②　環境対策：森林活性によるCO2削減に寄与すること

③　持続可能な森林経営を実現すること
常にこの3つを意識し、最適な方法を考える。　これは一企業が単独で成し遂げることはできない社会全体の仕組みの再構築でもある。
当協議会の取り組みが事例となり、全国各地で山と住宅需要者との間を繋ぐSGEC『緑の循環』システムの輪が広がっていけば、と願っている。

